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ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 ６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費

イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき） イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）

⑴ 要介護１ 562単位 ⑴ 要介護１ 533単位

⑵ 要介護２ 631単位 ⑵ 要介護２ 597単位

⑶ 要介護３ 703単位 ⑶ 要介護３ 666単位

⑷ 要介護４ 771単位 ⑷ 要介護４ 730単位

⑸ 要介護５ 842単位 ⑸ 要介護５ 798単位

ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき） ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）

⑴ 要介護１ 562単位 ⑴ 要介護１ 533単位

⑵ 要介護２ 631単位 ⑵ 要介護２ 597単位

⑶ 要介護３ 703単位 ⑶ 要介護３ 666単位

⑷ 要介護４ 771単位 ⑷ 要介護４ 730単位
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⑸ 要介護５ 842単位 ⑸ 要介護５ 798単位

注１ イについて、指定地域密着型特定施設（指定地域密着型サー 注１ イについて、指定地域密着型特定施設（指定地域密着型サー

ビス基準第109条第１項に規定する指定地域密着型特定施設を ビス基準第109条第１項に規定する指定地域密着型特定施設を

いう。以下同じにおいて、指定地域密着型特定施設入居者生 いう。以下同じにおいて、指定地域密着型特定施設入居者生

活介護（同項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介 活介護（同項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介

護をいう。以下同じを行った場合に、指定地域密着型特定施 護をいう。以下同じを行った場合に、指定地域密着型特定施

設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この号において 設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この号において

「利用者」というの要介護状態区分に応じて、それぞれ所定 「利用者」というの要介護状態区分に応じて、それぞれ所定

単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別 単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別

に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働 に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働

大臣が定めるところにより算定する。 大臣が定めるところにより算定する。

２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する ２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する

ものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設におい ものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設におい

て、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合に、 て、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合に、

利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定

する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大 する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大

臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定める 臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定める

ところにより算定する。 ところにより算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の施設基準

イ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者が、指

定居宅サービス（法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービ

スをいう。以下同じ、指定地域密着型サービス（法第四十二条

の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ

、指定居宅介護支援（法第四十六条第一項に規定する指定居宅

介護支援をいう。以下同じ、指定介護予防サービス（法第五十

三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ、

指定地域密着型介護予防サービス（法第五十四条の二第一項に規

定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ若し

くは指定介護予防支援（法第五十八条第一項に規定する指定介護

予防支援をいう。以下同じの事業又は介護保険施設（法第八条

第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ若しくは

指定介護療養型医療施設の運営について三年以上の経験を有する
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こと。

ロ 指定地域密着型特定施設の入居定員の範囲内で、空いている居

室等（定員が一人であるものに限るを利用するものであること。

ただし、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特

定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この号におい

て「利用者」というの数は、当該指定特定施設の入居定員の百

分の十以下であること。

ハ 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を定

めること。

ニ 家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対

価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領し

ないこと。

ホ 法第七十八条の九第一項の規定による勧告、同条第三項の規定

による命令、老人福祉法第二十九条第十一項の規定による命令、

社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十一条の規定に

よる命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年

法律第二十六号）第二十五条各項の規定による指示（以下「勧告

等」というを受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を

受けた日から起算して五年以上の期間が経過していること。

３ イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理 ３ イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理

学療法士等を１名以上配置しているものとして市町村長に届け 学療法士等を１名以上配置しているものとして市町村長に届け

出た指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、機能 出た指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、機能

訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の 訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の

者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該 者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該

計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別 計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別

機能訓練加算として、１日につき12単位を所定単位数に加算す 機能訓練加算として、１日につき12単位を所定単位数に加算す

る。 る。

４ イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的 ４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市

に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力 町村長に届け出た指定地域密着型特定施設において、利用者に

医療機関（指定地域密着型サービス基準第127条第１項に規定す 対して、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合

る協力医療機関をいう又は当該利用者の主治の医師に対して、 に、夜間看護体制加算として、１日につき10単位を所定単位数

当該利用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した に加算する。

場合は、医療機関連携加算として、１月につき80単位を所定単

位数に加算する。
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５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村 ５ イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的

長に届け出た指定地域密着型特定施設において、利用者に対し に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力

て、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合に、 医療機関（指定地域密着型サービス基準第127条第１項に規定す

夜間看護体制加算として、１日につき10単位を所定単位数に加 る協力医療機関をいう又は当該利用者の主治の医師に対して、

算する。 当該利用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した

場合は、医療機関連携加算として、１月につき80単位を所定単

位数に加算する。

６ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用 ハ 看取り介護加算

者については、看取り介護加算として、死亡日以前４日以上30 注 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

日以下については１日につき80単位を、死亡日の前日及び前々 るものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設におい

日については１日につき680単位を、死亡日については１日につ て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看

き1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日か 取り介護を行った場合は、看取り介護加算として、死亡日以前４

ら死亡日までの間又は夜間看護体制加算を算定していない場合 日以上30日以下については１日につき144単位を、死亡日の前日及

は、算定しない。 び前々日については１日につき680単位を、死亡日については１日

につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日

から死亡日までの間又は夜間看護体制加算を算定していない場合

は、算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定地域密着型特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に

係る施設基準

イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族

等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

ロ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者

による協議の上、当該指定地域密着型特定施設における看取りの

実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のと

おり。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設

入居者生活介護費のハの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する

利用者

次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
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イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込み

がないと診断した者であること。

ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者（以下この

号において「医師等」というが共同で作成した利用者の介護に

係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から

説明を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説

明を受けた上で、同意している者を含むであること。

ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等

に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関す

る記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上

で介護を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上で

介護を受けている者を含むであること。

（新設） ニ 認知症専門ケア加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、別に厚

生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、

当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単

位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位

⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

地域密着型特定施設入居者生活介護費における認知症専門ケア加算

の基準

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合する

こと。

⑴ 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数

のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動

が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対

象者」というの占める割合が二分の一以上であること。

⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（地域密着

型特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚

生労働大臣が定める者を含むを、対象者の数が二十人未満で
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ある場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上で

ある場合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十

又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チー

ムとして専門的な認知症ケアを実施していること。

⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する

留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催して

いること。

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合する

こと。

⑴ イの基準のいずれにも適合すること。

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者（地

域密着型特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、

別に厚生労働大臣が定める者を含むを一名以上配置し、事業

所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。

⑶ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知

症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実

施又は実施を予定していること。

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は次のとおり。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設

入居者生活介護費のニの注の厚生労働大臣が定める者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められるこ

とから介護を必要とする認知症の者

（新設） ホ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町

村長に届け出た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し指定地

域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算（Ⅰ)イ 18単位

⑵ サービス提供体制強化加算（Ⅰ)ロ 12単位

⑶ サービス提供体制強化加算（Ⅱ) ６単位



- 53 -

⑷ サービス提供体制強化加算（Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

地域密着型特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強

化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれに

も適合すること。

⑴ 指定地域密着型特定施設（指定地域密着型サービス基準第百

九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。以下同

じの介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分

の六十以上であること。

⑵ 通所介護費等算定方法第九号に規定する基準のいずれにも該

当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれに

も適合すること。

⑴ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定地域密着型特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常

勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算（Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護（指定地域密着型サ

ービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設

入居者生活介護をいうを入居者に直接提供する職員の総数の

うち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上で

あること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ハ 介護職員処遇改善加算 ヘ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域 の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域
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密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居 密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居

者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27 者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30

年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位

数の1000分の61に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位

000分の30に相当する単位数 数の1000分の34に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員処遇改善加

算の基準

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合

すること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除くの改善に要する費用の見

込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に

関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じてい

ること。

⑵ 指定地域密着型特定施設において、⑴の賃金改善に関する計

画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の

処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成

し、全ての介護職員に周知し、市町村長（特別区の区長を含む

に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 指定地域密着型特定施設において、事業年度ごとに介護職員

の処遇改善に関する実績を市町村長（特別区の区長を含むに

報告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働

者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法
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その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ

ていないこと。

⑹ 当該地域密着型特定施設において、労働保険料の納付が適正

に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合

すること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のい
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ずれにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合

すること。

ニ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

ずれにも適合すること。

７ 地域密着型介護福祉施設サービス ７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

イ 地域密着型介護福祉施設サービス費 イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

⑴ 地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)（１日につき） ⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)（１日につき）

㈠ 要介護１ 580単位 ㈠ 要介護１ 547単位

㈡ 要介護２ 650単位 ㈡ 要介護２ 614単位

㈢ 要介護３ 723単位 ㈢ 要介護３ 682単位

㈣ 要介護４ 793単位 ㈣ 要介護４ 749単位

㈤ 要介護５ 862単位 ㈤ 要介護５ 814単位

⑵ 地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)（１日につき） ⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)（１日につき）

㈠ 要介護１ 633単位 ㈠ 要介護１ 594単位

㈡ 要介護２ 702単位 ㈡ 要介護２ 661単位

㈢ 要介護３ 774単位 ㈢ 要介護３ 729単位

㈣ 要介護４ 843単位 ㈣ 要介護４ 796単位

㈤ 要介護５ 911単位 ㈤ 要介護５ 861単位

⑶ 地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅲ)（１日につき） （削除）

㈠ 要介護１ 626単位

㈡ 要介護２ 694単位

㈢ 要介護３ 766単位

㈣ 要介護４ 835単位

㈤ 要介護５ 902単位

ロ ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費 ロ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

⑴ ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)（１日につき） ⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)（１

日につき）

㈠ 要介護１ 662単位 ㈠ 要介護１ 625単位

㈡ 要介護２ 733単位 ㈡ 要介護２ 691単位

㈢ 要介護３ 806単位 ㈢ 要介護３ 762単位

㈣ 要介護４ 876単位 ㈣ 要介護４ 828単位

㈤ 要介護５ 946単位 ㈤ 要介護５ 894単位

⑵ ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)（１日につき） ⑵ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)（１

日につき）




